
門真市用途地域別建築制限一覧 

令和元年 9 月 1 日現在 

用途地域 

 

第 一 種 

低層住居 

専 用 

第 一 種 

中 高 層 

住居専用 

第 二 種 

中 高 層 

住居専用 

第 一 種 

住 居 

第 二 種 

住 居 
準 住 居 近隣商業 商 業 準 工 業 工 業 無 指 定 

指定建蔽率 ５０％          ６０％ 

※特庁指定 

容

積

率 

指定容積率 １００％ 

 

 

 ２００％ 

※１※２

（300％) 

２００％ 

※３（３００％） 

３００％ 

※４（２００％） 
４００％ 

  
２００％ 

※特庁指定 

幅員による容積率 

（幅員（ｍ）×a） 

 
 

  
   

  
 

a=０．４ 

※特庁指定 

防火地域等       
準防火 

※５(防火) 
防火   法２２条 

絶対高さ（法55条１項） １０ｍ           

外壁後退（法54条１項） 指定なし           

斜

線 

制

限 

道

路 

適 用 距 離 
 

 
 

 
 

 
   

 ２０ｍ 

勾 配           
１．２５ 

※特庁指定 

隣

地 

立 上 が り           ２０ｍ 

勾 配           
１．２５ 

※特庁指定 

北

側 

立 上 が り ５ｍ           

勾 配 １．２５           

日  影 

規  制 

平均地盤面からの高さ １．５ｍ   ４ｍ    ４ｍ 

日 影 時 間

（５ｍ超え１０ｍ以下、１０ｍ超え） 

法別表第４(に)欄の区分：(２) 

４時間、２．５時間 

法別表第４(に)欄の区分：(２) 

５時間、３時間（※容積率300％の地域は無し） 
 

法別表第４(に)欄の区分:(２) 

４時間、２.５時間 

表中（）内の値は一部地域に適用 

※１ 速見町 高度利用地区 C地区 

※２ 三ツ島 地区計画区域 

※３ 本町 国道１６３号線沿い 

※４ 上島町 萱島駅前 

※５ 末広町 高度利用地区 A地区 

・門真市内に壁面線（法 46条）の指定はありません 

・高度利用地区（末広町、速見町）、特定防災街区整備地区（本町）、地区計画の区域（三ツ島、北島東）には敷地面積、建蔽率、容積率、建

築物の用途、壁面の位置の制限等その他の制限があります。（それぞれ詳細は「都市政策課」へ） 

・第二京阪道路沿道地区計画区域の第二種住居地域は指定容積率が 300％の為、日影規制はありません。 

・京阪電車の線路敷高架下部分はすべて防火地域です。 

２０ｍ 

※容積率300％の地域(２５ｍ) 

８０％ 

２０ｍ 

１．５ 

２．５ 

３１ｍ 

６０％ 

準防火 準防火 

２０ｍ 

１．２５ 

１．２５ 

２０ｍ 

２００％ 

a=０．４ a=０．６ 

６０％ 

２００％ 


